
件名   岐阜県警察官及び警察事務職員募集用パンフレット等のデザイン制作委託業務

岐阜県警察本部

№ 質　　　　　　疑 回　　　　　答

1

（公募要領）
業務の再委託について

第3者への委託は例１、２ともに可能でしょうか？
例１
デザイン案：弊社で立案
印刷などの制作：下請けへ依頼
例２
デザイン案：弊社と下請けで立案
印刷などの制作：下請けへ依頼

　業務を効率的に行ううえで必要と思われる業務については、一部を他
に委託することができますが、委託する業務について岐阜県警察本部
警務部警務課担当者との協議が必要となります。
　なお、本デザイン制作委託業務において制作したパンフレット等のデ
ザインの印刷製本については、別途発注しますので、印刷製本まで行っ
ていただく必要はありません。

質 疑 に 対 す る 回 答 書 ③


